
野田市告示第１５０号 

 

野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成１７年野田市条例第２

４号)第６条第４項の規定により、野田市岩木小学校老人デイサービスセンターの利用料金の

額について定めたので、同条４項により告示する。 

 

 令和６年５月３１日 

 

                      野田市長 鈴 木  有 

 

１ 施設名  野田市岩木小学校老人デイサービスセンター 

 

２ 介護保険対象 利用料金 

（１）通所介護利用料金（１日当たり） 

介護度別 利用料全額 
自己負担額 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ５，９９７円 ６００円 １，２００円 １，８００円 

要介護２ ７，０７６円 ７０８円 １，４１６円 ２，１２３円 

要介護３ ８，１７４円 ８１８円 １，６３５円 ２，４５３円 

要介護４ ９，２５３円 ９２６円 １，８５１円 ２，７７６円 

要介護５ １０，３５２円 １，０３６円 ２，０７１円 ３，１０６円 

 

（２）通所介護加算利用料金 

入浴介助加算Ⅰ 

１割負担：  ４１円/日 

２割負担：  ８２円/日 

３割負担： １２３円/日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

１割負担：  １９円/日 

２割負担：  ３７円/日 

３割負担：  ５６円/日 

科学的介護推進体制加算 

１割負担：  ４１円/月 

２割負担：  ８２円/月 

３割負担： １２３円/月 



介護職員処遇改善加算 利用者負担額の９．２％ 

 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業利用料金（月額） 

介護度別 利用料全額 
自己負担額 

１割 ２割 ３割 

要支援１ １８，４６５円 １，８４７円 ３，６９３円 ５，５４０円 

要支援２ ３７，１８７円 ３，７１９円 ７，４３８円 １１，１５７円 

   

（４）介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業加算利用料金 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

 

要支援１ 

１割負担：  ７４円/月 

２割負担： １４８円/月 

３割負担： ２２２円/月 

要支援２ 

１割負担： １４８円/月 

２割負担： ２９６円/月 

３割負担： ４４４円/月 

科学的介護推進体制加算 

１割負担：  ４１円/月 

２割負担：  ８２円/月 

３割負担： １２３円/月 

介護職員処遇改善加算 利用者負担額の９．２％ 

 

３ 介護保険対象外 利用料金 

項  目 料  金 備  考 

食費 ６３０円 昼食代、おやつ代（１日当たり） 

紙パンツ １枚７５円 事業所の物を使用した場合 

紙おむつ １枚８５円 事業所の物を使用した場合 

紙パッド １枚１５円 事業所の物を使用した場合 

レク材料費 実 費 行事参加費、クラブ活動材料費等 

利用キャンセル料 ６３０円 当日８時３０分までに連絡がない場合 

複写物料 実 費 希望した場合 



 

４ 上記の介護保険対象利用料金及び介護保険対象外利用料金は、令和６年６月１日から適用

する。 


